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Ⅰ.はじめに

日本では､現在､個人信用情報の保護 ･利

用のあり方をめぐって議論が繰 り広げられて

いる｡先進国においては個人信用情報そのも

のまたはそれを含む民間部門保有の個人情報

一般を保護する法律が制定されているのに対

し､日本ではまだ制定されていない｡外国の

法律家の立場で日本の状況を見ると､日本人

の法的思考の欠如がここにもあらわれている
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といえる｡それは､日本的発想の特色である

といえなくもないが､先進国の一員である日

本のユニークな発想は､奇異に感じられる｡

私は､今､日本で教育研究に携わっている

が､オーストラリアのヴィクトリア州のバリ

スタ (法廷弁護士)･ソリシタ (事務弁護士)

の資格も有している｡日本における個人信用

情報の保護 ･利用のあり方に関する議論に少

しでも役立てばと思い､オーストラリアにお

ける信用情報にかかわる法律の概要を明らか

クレジット研究 (19)'98.2



にしてみることにする｡しかし､そうするた

めには､まず､オーストラリアでプライバシー

がどのようにして法的に保護されているかに

ついて述べることから始める必要がある｡

Ⅱ.伝続的プライバシー権と1988年

プライバシー法の概要

1.伝統的プライバシー権

オーストラリア1)においては､包括的プラ

イバシー権 (generalrightofprivacy)

は認められていない2)が､伝統的プライバシー

権はコモンローおよび制定法によって一定の

範囲内で保護されている｡コモンローは､ ト

レスパス､信頼違反､ニューサンス､名誉致

損､契約違反､信託違反などの分野において

保護を与えている｡同様に､制定法は､電気

通信傍受､盗聴装置の使用､政府機関の保有

する個人情報の公開などのプライバシー侵害

を禁じている3)｡

2.1988年プライバシー法の概要

このような伝統的なプライバシー権ではな

く､むしろ現代的プライバシー権を保護する

ことを目的としているのが､連邦の1988年プ

ライバシー法 (PrivacyAct1988)および

その法律の範囲を大幅に拡大した改正法であ

る｡この改正法は､納税者番号情報が税務関

係の目的のためにのみ収集されおよび利用さ

れることならびに個人信用情報が正確に管理

され､個人のプライバシーが侵害されないこ

とを確保することを目的としている｡

(1)プライバシー法の目的と適用範囲

1988年プライバシー法は､私生活､家族､

住居､または通信が故意にまたは不法に干渉
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されない個人の権利を実現するために必要な

立法措置をとるという､市民的および政治的

権利に関する国際規約の締約国としてのオー

ストラリアの義務､ならびに､国内法を制定

するにあたってプライバシーおよび個人の自

由に関するOECDガイドラインを考慮に入

れるとの約束に従って､個人のプライバシー

を保護するという明示の目的のために､制定

された｡この法律は､1989年1月1日に施行

された｡

プライバシー法は､プライバシー一般の保

護ではなく､個人情報の保護のみを規定して

いる｡改正されたプライバシー法は､連邦政

府のすべての機関が個人情報を収集､保管お

よび利用するにあたって守らなければならな

い､プライバシーの厳格な保護措置を規定し

ている｡この法律は､納税者番号情報および

信用報告に関連する情報を除き､州および地

方レベルの政府機関ならびに民間企業には適

用されない｡

この法律は､同法に基づく個人のプライバ

シーの侵害にあたる行為または取扱いを明記

している｡これらには､政府機関による個人

情報に関する情報プライバシー原則違反､納

税者番号情報受領者による個人納税者番号情

報に関するガイドライン違反､個人納税者番

号提供の無権限請求､および信用報告機関

(creditreportingagency)またはクレジッ

ト供与者 (債権者)(creditprovider)に

よる個人情報に関する信用報告違反が含まれ

る (第13条)｡

また､この法律は､プライバシー･コミッ

ショナー (PrivacyCommissioner)とい

う独立の機関を設けた｡プライバシー侵害に

関するコミッショナーの一般的な職務は､第
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27条に規定されている｡納税者番号情報の収

集､保管､利用､およびセキュリティに関す

るガイドラインの実施の確保ならびに信用報

告に関するコミッショナーの職務は､それぞ

れ第28条および第28A条に規定されている｡

(2)情報プライバシー原則

機関は､この法律の第14条に列挙されてい

る11の情報プライバシー原則に違反する行為

をなすことを禁止されている (第16条)｡こ

こでいう ｢機関｣(agency)には､連邦政府

の大臣､省庁､様々な他の機関､審判所､裁

判所､およびオーストラリア連邦警察が含ま

れる (第6条第1項)｡しかし､機関が原則

を守る公益よりその行為または取扱いをなす

公益が相当に勝る場合には､プライバシー ･

コミッショナーは､当該機関に対して1つ以

上の原則を遵守しないことを許可することが

できる (第72条)｡

11の原則は､以下のように要約できる｡

ア 第1原則 ･個人情報収集の方法および

目的

個人情報は､収集者の職務または活動

に直接に関連した目的のためのみに､記

録または一般的に入手できる刊行物に含

めるために収集されることができ､さら

に不法または不公正な方法によって収集

されてはならない｡

イ 第2原則 ･当該個人からの個人情報の

勧誘

情報収集者は､記録または一般的に入

手できる刊行物に含めるために情報を収

集する場合および情報が当該個人から収

集者によって勧誘される場合には､情報

の提供者が当該情報の収集の目的､およ

び可能性のあるあらゆる情報受領者を識
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別し､ならびにその情報収集が法律によっ

て許可され､または要求されている場合､

それがそのように許可または要求されて

いろことを認識することを確保するため

に合理的な措置を講じなければならない｡

り 第3原則 ･個人情報の勧誘一般

情報収集者は､記録または一般的に入

手できる発行物に含めるために情報を収

集する場合および情報が当該個人から収

集者によって勧誘される場合には､収集

される情報が収集目的に関連したもので

あり､その内容が古くならないように維

持し､およびその情報収集が当該個人の

私事を不当に侵害しないように確保する

ために合理的な措置を講じなければなら

ない｡

エ 第4原則 ･個人情報の保管およびセキュ

リティ

個人情報を含む記録を保有または管理

する記録保管者は､当該個人情報が､滅

失､無権限アクセス､利用､変更､もし

くは提供､またはその他の誤用に対して､

当該状況下においてとるべきあらゆる合

理的なセキュリティのための措置によっ

て保護されるよう確保しなければならな

い｡

オ 第5原則 ･記録保管者に保管される記

録に関する情報

個人情報を含む記録を保有または管理

する記録管理者は､文書アクセスに関す

る連邦の法律によって拒否することが要

求されまたは認められている場合を除

き4)､記録保管者がその記録を保有また

は管理しているか否か､さらに保有また

は管理している場合には､その情報の性
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質､その主な利用日的､およびアクセス

請求の方法を第三者が確かめられるよう

に合理的な措置を講じなければならない｡

記録保管者は､保管する情報に関する一

定の情報を含む記録をも保持しなければ

ならない｡

カ 第6原則 ･個人情報を含む記録へのア

クセス

記録保管者が個人情報を含む記録を保

有または管理する場合には､当該情報に

かかわる個人は､記録保管者が文書アク

セスに関する連邦の法律によって拒否す

ることを要求されまたは認められている

場合を除き､その記録へのアクセス権を

有する｡

キ 第7原則 ･個人情報を含む記録の訂正

個人情報を含む記録を保有または管理

する記録保管者は､当該記録が､正確で

あり､かつ､その情報の収集目的を考慮

した上で､適切､最新､完全､および誤

解を招かないよう確保しなければならな

い｡記録保管者が当該個人の請求に従っ

た記録訂正の許可を欲しない場合であっ

て､当該個人が望むときには､その個人

の提出する訂正等の文言を記録に付さな

ければならない｡

ク 第8原則 ･記録保管者による個人情報

利用前における正確性等の確認

個人情報を含む記録を保有または管理

する記録保管者は､その情報の利用目的

を考慮した上で､その情報が正確､完全､

および最新のものであるよう確保するた

めに合理的な措置を講ずることなくこれ

を利用してはならない｡

ケ 第9原則 ･適切な目的のためのみの個
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人情報の利用

個人情報を含む記録を保有または管理

する記録保管者は､その情報を､適切な

目的のためにのみ利用することができる｡

コ 第10原則 ･個人情報の利用に対する制

限

特意の目的のために収集された個人情

報を含む記録を保有または管理する記録

保管者は､次に掲げるいずれかに該当す

る場合を除き､その情報を他の目的のた

めに利用してはならない｡

(a) 当該個人が､その情報を他の目的の

ために利用することに同意している場

合 ｡

(b)記録保管者が､その情報を他の目的

のために利用することが､当該個人ま

たは第三者の生命または健康に対する

重大または緊急の危険を防止しまたは

減ずるために必要であると､合理的な

理由をもって信じる場合｡

(C) その情報を他の目的のために利用す

ることが､法律によって要求されまた

は認められている場合｡

(d) その情報を他の目的のために利用す

ることが､刑法もしくは罰金を科する

法律の執行または公的収入の保護のた

めに合理的に必要とされる場合｡

(e) その情報が利用される目的が､それ

が収集された目的に関連している場合｡

サ 第11原則 ･個人情報提供に対する制限

個人情報を含む記録を保有または管理

する記録保管者は次に掲げるいずれかに

該当する場合を除き､その情報を当該個

人以外の個人､団体､または機関に提供

してはならない｡
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(a) 当該個人が､その種類の情報が通常､

その個人､団体､または機関に提供さ

れていることを､認識していた合理的

な可能性があり､または第2原則によっ

て認識していた場合｡

(ち) 当該個人が､その提供に同意してい

る場合｡

(C)記録保管者が､その提供が､当該個

人または第三者の生命または健康に対

する重大または緊急の危険を防止し､

または減ずるために必要であると合理

的な理由をもって信じる場合｡

(d) その提供が､法律によって要求され

または認められている場合｡

(e) その提供が､刑法もしくは罰金を科

する法律の執行または公的収入の保護

のために合理的に必要とされる場合｡

当原則の下で個人情報の提供を受ける

個人､団体､または機関は､その情報を

得た目的以外の目的のために当該情報を

利用または提供してはならない｡

(3)納税者番号に関するガイドライン

納税者番号 (TaxFileNumber)とは､

所得税申告書を提出する個人および法人を識

別するために､オーストラリア国税庁によっ

て発行される9桁の番号である｡この番号の

無権限提供は､連邦法によって禁止されてい

る｡

プライバシー ･コミッショナーは､第17条

に従い､納税者番号情報の収集､保管､利用､

およびセキュリティに関する暫定ガイドライ

ン (Interim GuidelinesCoTWerningthe

Collection,Storage,UseandSecunty

ofTaxFileNumberInformation)%

発布している｡このガイドラインは､現行法
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の第2附則に定められており､国民身分証明

制度 (nationalidentificationsystem)

および認められる態様による場合を除き､個

人情報のマッチングの方法として利用するこ

とを明確に禁止している｡

納税者番号情報の受領者がこのガイドライ

ンに違反する行為をなすことは､禁止されて

いる (第18条)｡ガイドライン違反は､個人

のプライバシーの侵害にあたり､当該個人に

対して､コミッショナーへ苦情を申し立てる

権利および賠償を請求する権利を付与する｡

(4) プライバシー･コミッショナー

1988年プライバシー法は､人権 ･平等機会

コミッション (HumanRightsandEqual

OpportunityCommission)の一部となる

プライバシー･コミッショナーの任命を規定

している (第19条)｡プライバシー ･コミッ

ショナ｣は､連邦総督 (Governor-General)

によって最長7年間任命されるが､その再任

命は可能である (第20条第1項)｡

個人は､自己のプライバシーを侵害するよ

うな行為または覗及いについて､プライバシー･

コミッショナーへ苦情を申し立てることがで

きる (第36条)0

プライバシー ･コミッショナーは､連邦の

機関､納税者番号情報受領者､信用幸陪 機関､

またはクレジット供与者による､情報プライ

バシー原則違反､納税者番号に関するガイド

ライン違反､納税者番号提供の無権限請求も

しくは要求､または信用情報違反に該当する

ような行為または取扱いを調査し､さらに適

当な場合には､調停による和解を求める権限

を有している (第27条第 1項a号､第28条第

1項b号およびC号､ならびに第28A条第1項

b号)｡調停によって苦情申立てを処理する
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ことができない場合には､コミッショナーは､

苦情申立てを正式に審理しなければならない｡

コミッショナーは､機関が行為を繰 り返 し

て行い､もしくは継続して行ってはならない

と宣告し､または損失もしくは損害を救済す

るために合理的な措置を講じるべきであると

宣告することができる (第52条第 1項b号)0

そのような裁定は､オーストラリア連邦裁判

所 (FederalCourtofAustralia)によっ

て強制執行され得る (第62条第1項)0

さらに､コミッショナーは､原則違反から

生じた損害に対する賠償を認める裁定を下す

ことができる (第52条第 1項b号)｡認められ

る賠償額には､制限がない｡賠償を認める裁

定は､行政不服審判所 (Administrative

AppealsTribunal)によって審査され得る

(第61条第1項)0

Ⅲ.信用報告に関するプライバシー

法の規定

1.信用報告機関へのプライバシー法の適用

1988年プライバシー法は､これまでみてき

たように､連邦の機関を対象にするものであっ

たが､1990年プライバシー法改正法 炉riuacy

Amend7nentAct1990)が制定され､信用

報告 (creditreporting)にもプライバシー

法が適用されるようになった｡この改正法は､

1991年9月24日から施行 し､その後､信用報

告に関するプライバシー法の規定が多少改正

されている｡

信用報告機関およびクレジット供与者は､

第18A条に従ってプライバシー ･コミッショ

ナーにより発布 される信用報告行為基準

(CreditReportingCodeofConduct)5)
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および第3A章 (第18C条～第18V条)に主

として列挙されている詳細かつ複雑な規定の

適用を受けるようになった｡信用報告機関ま

たはクレジット供与者は､行為基準に違反す

ることを禁止されている (第18B条)｡

信用報告機関にとって重要な意味を持つ信

用報告行為基準は､1991年9月24日に施行さ

れるとされたが､1990年プライバシー法改正

法第25条 (1991年立法改正法によって挿入さ

れた)により1992年2月25日以前には行為基

準違反にはならないこととされた｡

1990年改正法は､信用幸陪 機関によって保

管される ｢信用情報ファイル｣(creditinfor-

mationfiles)の中にある消費者信用情報お

よびそのファイルの中にある情報に基づ く

｢信用報告｣(creditreports)の収集､利用､

および提供を規制しようとするものである｡

そこで､現行プライバシー法の中で信用報告

に関する主な規定を考察することにする｡

2.｢信用報告機関｣と ｢クレジット供与者｣

｢信用報告機関｣は信用報告事業を行う法

人 (acorporationthatcarriesona

creditreportingbusiness)として定義さ

れている (第11A条)｡ ｢信用報告事業｣と

は､情報が融資申請を評価する目的のために

提供されるか否かを問わず､個人の(a)融資を

受ける適格､(ち)クレジットに関する履歴､ま

たは(C借金を返済する能力に関する情報を他

者に対 して提供することを主要な目的にする､

個人に関する個人情報を含む記録 (個人に関

する個人情報のすべてが一般的に入手できる

情報の記録を除く)の作成または保有を行 う

ビジネスまたは事業を意味している (第6条

第 1項)0
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第18C条は､連邦政府の様々な憲法上の権

能を利用して､法人以外の者が信用報告事業

を行うことをほぼ不可能にするものである｡

法人以外の者が法人に代わって信用報告事業

を行うことも禁止されている (第18C条第 3

項)｡この条を故意または重過失によって違

反する者は､3万 ドル (1オーストラリア ･

ドルを85円にすると､255万円)以下の罰金

が科され得る (第18C条第4項)0

同様に､第18D条は､信用報告事業を行っ

ている法人以外の者に対して個人情報を提供

することをほぼ不可能にするものである｡こ

の条を故意または重過失によって違反する者

は､1万2千 ドル (102万円)以下の罰金が

科され得る (第18D条第4項)0

｢クレジット供与者｣とは､銀行､住宅金

融共済組合 (buildingsociety)､信用組合

(creditunion)､またはローンの供与 (ク

レジット･カードの発行によるローンの供与

を含む)を事業の大部分にする法人､機関等

を意味している (第11B条第1項)｡クレジッ

ト供与者の代理人として､それに代わってロー

ン申請の処理またはクレジット供与者による

ローンもしくはクレジット供与者において持

続される口座の管理に必要な仕事をする者は､

個別のクレジット供与者とみなされ､プライ

バシ｣法の下で他のクレジット供与者と同じ

義務を負うこととされている (第11B条第5

項)｡

3.信用情報ファイルの内容

信用報告機関は､個人の信用情報ファイル

に次のような情報以外のものを含めてはなら

ない (第18E条第1項)0

･個人を識別するために合理的に必要な情報
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(同項a号)｡

･個人が当該クレジット供与者に対してクレ

ジットまたは商業クレジットを申請したこ

とに関連してクレジット供与者が個人につ

いて信用報告を求めたことおよび同申請に

おいて申請されたクレジットまたは商業ク

レジットの金額についての記録 (同項b号

iおよび ia)｡

･抵当保険業者 (mortgageinsurers)に

よる同様の問い合わせの記録 (同項b号ii)｡

･商業保険業者 (tradeinsurers)による

同様の問い合わせの記録 (同項b号iii)0

･個人がローンまたはローン申請に対して保

証人になろうとしたことに関連してクレジッ

ト供与者が信用報告を求めたとの記録 (同

項b号iv)0

･個人に対する現在のクレジット供与者の名

前 (同項b号Ⅴ)0

･クレジット供与者によって個人に対して供

与される融資であり､個人が60日以上支払

い期限を過ぎており (支払いのすべてまた

は一部が利子の支払いである場合を含む)､

さらにクレジット供与者が未払いの融資額

の全額または一部 (利子を含む)を回収す

るために措置を講じているもの (同項b号

vi)｡

･個人に振 り出されたものであり､2回差 し

出されて不渡りになった､金額が100ドル

(8千500円)以上の小切手 (同項b号di)0

･個人に対する判決 (同項b号血)0

･個人に対する破産宣告 (同項b号ix)0

･個人が､明示した状況下において､｢深刻な

融資条件違反｣(seriouscreditinfringe-

ment)をしたとのクレジット供与者の意

見 (同項b号Ⅹ)｡
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･以下のあらゆる条件を満たした場合であっ

て､クレジット供与者から得た借金額の全

額または一部を返済する借用者の債務不履

行に対する保証をした保証人としての個人

による支払い期限の過ぎている支払い (未

払い)の記録 (同項ba号)｡

(i) クレジット供与者は､個人に対して支

払い期限の過ぎている支払い (未払い)

の額を回収するために訴訟を提起するこ

とができること｡

(ii) クレジット供与者は､当該支払いをす

る個人の義務が生じた借用者の債務不履

行についてすでに個人に対して通知をし

ていること｡

'iB 通知がなされた日から60日が過ぎてい

ること｡

Gv) クレジット供与者は､すでに個人から

支払い期限の過ぎている支払い (未払い)

の額を回収するために措置を講じている

こと｡

･信用報告機関またはクレジット供与者が保

有または管理をしているファイルに含める

ために個人が第18J条第2項に従って提供

した､個人が求めているそのファイルの中

の訂正､削除､または付加についての記述

(statement)(同項C号)0

･個人が支払い期限の過ぎていた支払いをし

た (もしくは個人がすでにそれをしたと主

張している)との旨または信用報告機関が

個人の信用情報ファイルに含まれる個人情

報を提供したとの旨を信用報告機関が第18

F条第4項または第18K条第 5項に従って

ファイルに含めたメモ (note)(同項d号)0

また､信用報告機関は､個人の(a)政治的､

社会的または宗教的な信条または所属､(b)節
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科､(C)病歴または身体障害､(d)人種､民族ま

たは国籍､(e)性的噂好または行動､(f)生活､

性格または名誉のいずれも個人信用情報ファ

イルに含めてはならないとされている (第18

E条第2項)｡

コミッショナーは､個人の信用情報ファイ

ルの中で個人を識別するためにどのような情

報が合理的に必要かについて書面により決定

することができる (第18E条第3項)｡その

ような決定がある場合には､その情報の種類

に該当しないものは､個人の信用情報ファイ

ルに含めてはならない情報とみなされる (第

18E条第4項)｡

クレジット供与者は､(a)信用報告機関が第

18E条第1項により個人の信用情報ファイル

に情報を含めることを禁止される場合､(b)ク

レジット供与者がその情報が正確であると信

じる合理的な理由がない場合､(C)その情報を

収集するにあたってそれが信用報告機関に提

供される可能性があることを当該個人に通知

しなかった場合のいずれかに該当するならば､

当該個人に関する個人情報を信用報告機関に

付与してはならない (第18E条第8項)｡

4.信用情報ファイルと信用報告の正確性と

セキュリティ

信用情報ファイルの保有または管理をする

信用報告機関ならびに信用報告の保有または

管理をするクレジット供与者および信用報告

機関は､(a)ファイルまたは報告に含まれる個

人情報が正確､最新､完全であり､また誤解

を招かないよう確保するために合理的な措置

を講じ､(b)ファイルまたは報告が滅失､無権

限のアクセス､利用､変更､または提供､お

よび他の誤用から､その状況下において合理
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的であるセキュリティによって保護されてい

ることを確保し､さらに(C)信用報告機関また

はクレジット供与者に対するサービスの提供

に関連してファイルまたは報告を他者に提供

する必要がある場合､信用報告機関またはク

レジット供与者がファイルまたは報告に含ま

れる個人情報の無権限の利用または提供を防

ぐために合理的に全力を尽くすことを確保し

かナればならない (第18G条)0

信用報告機関またはクレジット供与者が故

意または重過失によって他者に不正または誤

解を招くような情報を含む信用報告をするこ

とは､7万5千 ドル (637万 5千円)以下の

罰金が科され得る犯罪行為とされている (第

18R条)｡

5.信用報告機関の情報保有期間に対する制

限

信用報告機関は､自ら保有する個人の信用

情報ファイルからいかなる個人情報 (個人を

識別する情報ならびに個人が第18J条第2項

に従ってファイルに含めるために提供する記

述および第18F条第4項または第18K条第5

項に従ってファイルに含まれるメモに含まれ

る情報を除く)もその個人情報の種類に適用

される最長情報保有期間の終了から1カ月以

内に削除しなければならない (第18F条第 1

項)0

最長情報保有期間は､当該個人情報の種類

によって異なる｡例えば､信用報告機関がク

レジット供与者によってそれが当該個人に対

して現在のクレジット供与者でなくなったと

の通知をされた場合には､クレジット供与者

の名前の情報を保有する最長期間は旭日となっ

ている (第18F条第2項b号)｡個人に対する
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現在のクレジット供与者でなくなった者は､

以前それがその個人に対して現在のクレジッ

ト供与者であると知らせたすべての信用報告

機関に対して､できる限り速やかにその旨を

通知しなければならない (第18F条第5項)0

個人に対する破産宣告または個人が､特定

の状況下において､深刻な融資条件違反をし

たとのクレジット供与者の意見に関する情報

については､最長情報保有期間は7年とされ

ている (第18F条第2項f号およびg号)｡

その他の情報については､ある出来事から

5年間保有することができる (第18F条第2

項a号およびC号～e号ならびに第2A項)｡

6.信用情報ファイルと信用報告へのアクセ

ス権

自己情報へのアクセス権等については､信

用報告機関およびクレジット供与者は､自ら

が保管する信用情報ファイルおよび報告への

アクセスを請求する権利を個人が行使するこ

とができるようにするための合理的な措置を

講じなければならない (第18H条第1項およ

び第2項)｡同条による個人のアクセス権は､

個人が書面により､個人に代わって(a)個人に

よるローン申請もしくは予定のローン申請ま

たは(b)個人がローンについてすでに相談した

ことに対してその権利を行使するように許可

した者 (クレジット供与者､抵当保険業者､

および商業保険業者を除く)にも行使され得

る (第18H条第3項)｡

故意または重過失によって信用報告機関ま

たはクレジット供与者が保有または管理をし

ている個人の信用情報ファイルまたは信用報

告への無権限アクセスをする者は､3万 ドル

(255万円)以下の罰金が科され得る (第18S
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秦)0

また､詐欺 (falsepretence)により信

用報告機関またはクレジット供与者が保有ま

たは管理をしている個人の信用情報ファイル

または信用報告をアクセスする者は､3万 ド

ル (255万円)の罰金が秤され得る (第1gr条)0

7.信用情報ファイルと信用報告の訂正

信用情報ファイルまたは信用報告の保有ま

たは管理をする信用報告機関またはクレジッ

ト供与者は､適切な訂正､削除､および付加

をすることによって､ファイルまたは報告に

含まれる個人情報が正確､最新､完全であり､

誤解を招かないように合理的な措置を講じな

ければならない (第18J条第1項)0

信用情報ファイルまたは信用報告の保有ま

たは管理をしている信用報告機関またはクレ

ジット供与者は､(a)それに含まれる個人情報

を､当該個人が請求するとおり訂正､削除､

または付加をすることによって修正せず､さ

らに(b)信用報告機関またはクレジット供与者

がそのファイルまたは報告に､個人の求めた

訂正､削除､または付加についての個人の提

供した記述を含めるように個人が請求した場

合には､その請求から30日以内にそのファイ

ルまたは報告にその記述を含めるように合理

的な措置を講じなければならない (第18J条

第2項)｡

信用報告機関またはクレジット供与者は､

その状況下において記述が長すぎると考える

場合､適当と考える短縮のためにそれをコミッ

ショナーに付託できる｡コミッショナーが記

述の短縮を認める場合には､変更された記述

はファイルまたは報告に含まれることになる

(第18J条第3項)｡
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8.信用報告機関による個人情報の提供に対

する制限

個人の信用情報ファイルの保有または管理

をしている信用報告機関は､次に掲げるいず

れかに該当する場合を除き､当該個人以外の

者､組織､または機関に対してそのファイル

に含まれる個人情報を提供してはならない

(第18K条第1項)｡

･情報が､第18K条第1項a号～e号､g号お

よびh号に規定されている限られた所定の

状況下においてクレジット供与者､抵当保

険業者､または商業保険業者へ提供される

信用報告に含まれる場合｡

･信用報告機関が､その提供の3)目前までに､

個人が60日間以上支払期限を過ぎており､

クレジット供与者が支払い額の全額または

一部を回収するために措置を講じていると

の情報を得ており､さらに情報が､信用情

報ファイルの中では個人に対する現在のク

レジット供与者として指名されているクレ

ジット供与者へ提供される信用報告に含ま

れる場合 (第18K条第1項f号)0

･情報が､他の信用報告機関へ提供される信

用報告に含まれる場合 (第18K条第 1項j

号)｡

･情報が､個人に関する個人情報のすべてが

一般的に入手できる情報の記録に含まれる

場合 (第18K条第1項k号)｡

･提供が法律によって要求されまたは許可さ

れている場合 (第18K条第1項m号)｡

･クレジット供与者または法施行機関が合理

的な理由をもって個人が深刻な融資条件違

反をしたと信じていると､信用報告機関が

確信しており､さらに情報がそれまたはそ

の他のクレジット供与者または法施行機関
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へ提供される場合 (第18K条第1項n号)｡

信用報告機関は､自ら保有または管理して

いる個人の信用情報ファイルまたはそのファ

イルから引き出された個人情報を含む他の記

録が信用報告機関が第18E条により個人の信

用情報ファイルに含めてはならない個人情報

または第18F条によりファイルから削除する

ように要求されている個人情報に該当するも

のを含む場合､その個人情報を提供してはな

らない (第18K条第2項)｡しかし､コミッショ

ナーが書面によりそのような個人情報が信用

報告機関が第2項を違反せずに提供できるも

のであると決定している場合には､信用報告

機関は､第18E条により個人の信用情報ファ

イルに含めることが禁止されている個人情報

の提供をすることカチできる (第18K条第3項

b号)｡このような決定は､公報 (Gazette)

に掲載される通知として公表される (第18K

条第7項)0

信用報告機関が故意または重過失によって

第1項または第2項に違反することは､15万

ドル (1,275万円)以下の罰金が科され得る

犯罪行為とされている (第18K条第4項)0

信用報告機関は､個人の信用情報ファイル

に含まれる個人情報を提供する場合､同ファ

イルにその提供についてのメモを含めなけれ

ばならない (第18K条第5項)｡

9.クレジット供与者による､信用報告等に

含まれる個人情報の利用に対する制限

信用報告を保有または管理しているクレジッ

ト供与者は､次に掲げるいずれかに該当する

場合を除き､その報告またはそれから引き出

された個人情報を､当該個人によるクレジッ

ト供与者への融資申請を評価する以外の目的
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のために利用してはならない (第18L条第 1

項)0

･報告が第18K条の下で入手したものであり､

クレジット供与者が所定のいずれかの目的

のためにその報告または情報を利用する場

合 (第18L条第1項aa号～da号)0

･その他の目的のための報告または情報の利

用が法律によって要求されまたは許可され

ている場合 (第18L条第1項e号)0

･クレジット供与者が合理的な理由をもって

個人が深刻な融資条件違反をしたと信じて

おり､報告または情報がその違反と関連し

て利用される場合 (第18L条第1項f号)0

この規定を故意または重過失によって違反

するクレジット供与者は､15万 ドル (1,27年

万円)以下の罰金が科され得る (第18L条第

2項)｡

信用幸陪 を保有または管理しているクレジッ

ト供与者は､第18E条第1項がそのような個

人情報を許可する場合を除き､個人に関する

すべての個人情報が削除されない限り､その

報告を利用してはならない (第18L条第3項

a号)｡また､クレジット供与者は､その情報

が第18E条第1項に規定されている種類に該

当しない限り､その報告から引き出されたい

かなる個人情報も利用してはならない (第18

L条第3項b号)｡

さらに､クレジット供与者は､個人による

融資申請を評価するにあたって､クレジット

供与者がその目的のために当該情報を収集す

ることに対する個人の明示的な同意を得ない

限り､商業信用性に関する情報を提供するビ

ジネスまたは事業を行う者または組織から入

手された個人の商業活動または商業信用性に

関する情報を利用してはならない (第18L条
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第4項)｡融資申請がまだ文書 となっていな

い場合を除き､個人の同意は､書面によるも

のでなければならない (第18L条第4A項)｡

コミッショナーは､書面によりそのような情

報の使い道 (個人の同意を得る方法を含む)

について決定することができる (第18L条第

6項)｡このような決定は､公報に掲載され

る通知として公表される (第18L条第7項)｡

10.融資の拒絶

クレジット供与者は､個人による融資申請

(その個人および1人以上の他者による共同

申請を含む)を拒絶し､その拒絶が個人に関

する信用報告から引き出された情報に全面的

または部分的に基づいたものである場合､個

人に対 して､次のような項目を含む書面によ

る通知をしなければならない (第18M条第 1

項)｡

(i) 申請が拒絶された旨｡

(ii) その拒絶の理由が信用報告機関がクレ

ジット供与者に提供した個人に関する信

用報告から引き出された情報に (場合に

よって)全面的にまたは部分的に基づい

たものである旨｡

Giカ 信用報告機関の名前および住所ならび

にプライバシー法の下で信用報告機関の

保有している自分の信用情報ファイルに

対 してアクセスする個人の権利について

の通知｡

拒絶の理由が共同申請の個人以外の申請者

またはすべての申請の予定の保証人に関する

情報に基づいたものである場合には､クレジッ

ト供与者は､個人に対 して､申請が拒絶され

ており､その拒絶の理由が信用報告機関がク

レジット供与者に提供したその者に関する信
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用報告から引き出された情報に (場合によっ

て)全面的にまたは部分的に基づいたもので

ある旨の書面による通知をしなければならな

い (第18M条第2項および第3項)0

ll.クレジット供与者による､信用性等に関

する報告に含まれる個人情報の提供に対す

る制限

信用性等に関する報告を保有または管理し

ているクレジット供与者がそれまたはそれか

ら引き出された個人情報を他者に対 して提供

できる様々な条件は､第18N条第 1項に極め

て詳細に規定されている｡当該個人は､具体

的な目的のために他のクレジット供与者に対

する報告または情報の提供に対 して明示的に

同意することができる (第18N条第1項b号)0

このような同意は､融資申請がまだ文書となっ

ていない場合を除き､書面によるものでなけ

ればならず､また､報告または情報を保有ま

たは管理しているクレジット供与者または他

のクレジット供与者に与えるものでなければ

ならない｡(第18N条第1A項)0

この規定に故意または重過失によって違反

するクレジット供与者は､15万 ドル (1,275

万円)以下の罰金が科され得る (第18N条第

2項)｡

信用報告 (または信用報告から引き出され

た個人情報を含む他の報告)を保有または管

理しているクレジット供与者は､報告が第18

E条第1項により許可されていない個人情報

を合む場合､報告またはそれから引き出され

た個人情報を提供してはならない (第18N条

第3項)0

コミッショナーは､報告または報告から引

き出された個人情報の提供方法 (提供に対す
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る個人の同意を得る方法を含む)について書

面により決定することができる (第18N条第

5項)｡このような決定は､公準に掲載され

る通知として公表される (第18N条第7項)0

12.個人情報の利用と提供に対する他の制限

抵当保険業者および商業保険業者による､

信用報告に含まれる個人情報の利用および提

供ならびに所定の者 (弁護士､会計士等)に

よる､クレジット供与者から入手した個人情

報の利用に対する同様の制限および罰則は､

それぞれ第18P条および第18Q条に規定され

ている｡第18P条第1項､第2項､または第

5項を故意または重過失によって違反する抵

当保険業者または商業保険業者は､15万 ドル

(1,275万円)以下の罰金が科され得る (第18

P条第6項)｡また､第18Q条を故意または重

過失によって違反する者は､3万 ドル (255

万円)以下の罰金が科され得る (第18Q条第

9項)｡

13.信用報告に関するプライバシー･コミッ

ショナーの職務

前述のように､プライバシー･コミッショ

ナーは､すでに第28A条第 1項a号に従って

信用報告行為基準を配布している｡コミッショ

ナーは､公報に掲載される通知として､次の

ような項目についての行為基準を配布するよ

うに要求されていた (第18A条第1項)0

(a)個人の信用情報ファイルに含めるため

の個人情報の収集｡

(ち)個人の信用情報ファイルまたは信用報

告に含まれる個人情報の保管､セキュリ

ティ､アクセス､訂正､利用､および提

供｡
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(C)信用報告機関およびクレジット供与者

が信用報告に関連した紛争を処理すべき

方法｡

(d)信用報告機関またはクレジット供与者

が行う､信用報告に関連した他の活動｡

コミッショナーは､この行為基準を配布す

る前に､政府､商業､消費者､およびその他

の関連した団体および組織に適当に相談する

ように要求されていた (第18A条第2項)0

また､コミッショj1-は､行為基準を作成す

るにあたって､情報プライバシー原則および

第3A章の規定ならびに行為基準を遵守する

ためにかかる信用報告機関およびクレジット

供与者の予想の費用を考慮に入れるように要

求されていた (第18A条第3項)｡

コミッショナーの信用報告に関連した他の

職務は､次のとおりである (第28A条第1項

b号～m号)0

･信用報告違反にあたり得る信用報告機関ま

たはクレジット供与者の行為または行動を

調査し､さらにコミッショナーが適当であ

ると考える場合､調停によって調査の対象

となった事項を和解させようとすること｡

･行為基準ならびに第3A章の規定およびそ

の目的の理解および受諾を助長すること｡

･同法によってコミッショナーが権限を持つ

決定をすること｡

･個人のプライバシー侵害にあたり得る信用

報告機関またはクレジット供与者の行為ま

たは行動を防ぐためのガイドラインを作成

し､コミッショナーが適当であると考える

方法によってそれを公表すること｡

･同法の運営に関連したいかなる事項につい

て (請求の有無を問わず)大臣､信用報告

機関､またはクレジット供与者に対してア
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ドバイスを提供すること｡

･ファイルまたは報告が行為基準および第3

A章の規定に従って保有されているか否か

を確かめる目的のために､信用報告機関が

保有している信用情報ファイルおよびクレ

ジット供与者または信用報告機関が保有ま

たは管理している信用報告を監査すること｡

･信用報告機関が保有 している信用情報ファ

イルおよびクレジット供与者または信用報

告機関が保有または管理している信用報告

に含まれる個人情報のセキュリティおよび

正確性をモニターすること｡

･信用報告機関およびクレジット供与者が信

用情報ファイルおよび信用報告に含まれる

個人情報を無権限の目的のために利用 しな

いこと､また､信用幸睦子機関およびクレジッ

ト供与者が信用情報ファイルおよび信用報

告に含まれる個人情報の不法な提供を防ぐ

ために十分な措置を講 じていることを確保

するために信用報告機関およびクレジット

供与者の記録を調査すること｡

･個人のプライバシーの保護を助長する目的

のために､自らまたは他者もしくは他の機

関と協同して教育活動を行うこと｡

･上記の職務の履行のためにいかなる付帯的

または寄与的なことをする権限も有するこ

と｡

コミッショナーは､この職務の履行のため

に､またはそれに関連 して､いかなる必要ま

たは便宜的なことをする権限も有 している

(第28A条第 2項)｡

Ⅳ.あわりに

前述のように､オーストラリアにおいては､
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包括的プライバシー権は認められていないが､

プライバシーはコモンローおよび制定法によっ

て一定の範囲内で保護されている｡オース ト

ラリアにおけるプライバシー法は､まだ発展

段階にあり､これからプライバシー保護が全

国的に統一されるように､制定法によってよ

り包括的な保護を確立 し､各法域の間で法を

より同質化する必要があることは明らかであ

る｡

連邦政府は､10年前に個人のプライバシー

を保護するという明示の目的のために､1988

年プライバシー法を制定し､その後､納税者

番号情報が税務関係の目的のためにのみ収集

されおよび利用されることならびに個人信用

情報が正確に管理され､個人のプライバシー

が侵害されないことを確保するために同法の

範囲を大幅に拡大した｡同様に､医療､金融､

保険､ダイレクト･マーケッティング､およ

び電気通信の業界は､それぞれ個々の行動綱

領および規制機構を設けている｡

本稿では､私の母国における信用報告に関

するプライバシー法の極めて詳細かつ複雑な

規定の概要を紹介してみたが､これが､日本

の信用報告業界による､より効果的な個人の

プライバシー保護を実現するために新しいシス

テムを設ける際の参考になるよう望んでいる｡

[注]

1)オーストラリアは､連邦制で､6つの州､オー

ストラリア首都特別地域､北部準州および7つの

国外領土からなっている｡

2)オーストラリアにおけるコモンロー上のプライ

バシーの権利は､1937年にヴィクトリア･パーク･

レーシング･アンド･レクリーエーシヨナル･グ

ラウンズ対テーラー事件 (VictoriaParkand

RecT･eationalGroundsCo.Ltdu.Taylor

(1937)58C.LR.479)で争われた｡その際､オー
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ストラリア最高裁判所 (HighCourtofAustra-

lia)のレーサム首席裁判官 (ChiefJusticeLa-

tham)は､包括的プライバシー権の存在を明確に

否定した｡この事件は裁判所が包括的プライバシー

権の保護を発展させる阻害要因となっているため､

そのような保護は､もしそれが望ましいと考えら

れるのであれば､立法で実現する以外に方法はな

いとみられている｡

3)このような個別法による伝統的プライバシーの

保護については､拙稿 ｢オーストラリアのプライ

バシー法｣､堀部政男編 『情報公開 ･個人情報保護j
(ジュリスト増刊､1994年5月)307頁以下､拙稿

｢オーストラリアの情報公開法 ･プライバシー法｣､
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堀部政男編 『情報公開 ･プライバシーの比較法』

(日本評論社､1996年)第9章参照｡

4)プライバシー法第34条および第35条は､連邦の

1982年情報自由法 (FreedoTnOfInfoT･mation
Act1982)とプライバシー法の調整について規定

している｡コミッショナーは､情報自由法の定義

する ｢適用除外文書｣(exemptdocument)に該

当するような文書の内容を公開することができな

い (第34条第2項)｡

5)信用報告行為基準は､シドニーにある人権 ･平

等機会コミッション刊行物販売オフィス (Human

RightsandEqualOpportunityCommission

PublicationsSalesOffice)から購入できる｡
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